
議案第３号

令和７年度東部知多衛生組合一般会計予算

　令和７年度東部知多衛生組合一般会計予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，０３６，９９０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用す

　ることができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

　款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

　　　令和７年２月１４日提出

東部知多衛生組合管理者　岡　村　秀　人

第１表　歳入歳出予算

  歳入 ( 単位：千円 )

款 項 金        額

  1 分担金及び負担金 2,596,953

  1 負担金 2,596,953

  2 使用料及び手数料 250,406

  1 使用料 250,406

  3 財産収入 14,624

  1 財産運用収入 4,081

  2 財産売払収入 10,543

  4 繰越金 30,000

  1 繰越金 30,000

  5 諸収入 145,007

  1 組合預金利子 20

  2 雑入 144,987

歳　入　合　計 3,036,990

  歳出 ( 単位：千円 )

款 項 金        額

  1 議会費 499

  1 議会費 499

  2 総務費 77,374

  1 総務管理費 77,256

  2 監査委員費 118

  3 衛生費 1,958,806

  1 清掃費 1,881,589

  2 温水プール管理費 77,217

  4 公債費 990,311

  1 公債費 990,311

  5 予備費 10,000

  1 予備費 10,000

歳　出　合　計 3,036,990


